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【参考】あがの市民病院（旧水原郷病院）の取り組みについて 

 

経営形態の比較については、様々なところで検討されているところではあるが、実際経

営形態の移行を経験してきたところの声や経験については分からない部分も多い。そこ

で、新潟県内において、現在の南魚沼市と同じような状況（経営状況、市の財政状況、医

師不足の状況など）にあって、公営企業会計全部適用から指定管理者制度に移行した、

「あがの市民病院（旧水原郷病院）」の取り組みや現在の状況について紹介したい。 

 

（１）これまでの経緯について 

＜病院の主なあゆみ＞ 

・昭和 29 年 12 月    水原町国保直営病院として発足 

            一般 20 床・伝染 30 床 計 50 床 

・昭和 52 年～54 年 8 月 全面改築一般 312 床となり、地域の中核総合病院となる 

・昭和 54 年 11 月    救急告示病院となる 

・平成 16 年 4 月     阿賀野市立病院となる 

・平成 18 年 4 月        公営企業法全部適用 

・平成 22 年 10 月       指定管理者（新潟県厚生連）制度による運営開始 

・平成 26 年 3 月        新病院建設開始 

・平成 27 年 10 月       10 月 1 日新病院 名称を“あがの市民病院”に変更 

               一般病床 144 床・療養病床 54 床・地域包括ケア病床 52 床 

計 250 床 

・平成 28 年 10 月    一般病床 92 床・療養病床 54 床・地域包括ケア病床 104 床 

計 250 床 

・令和 2 年 1 月        介護医療院開設（54 床） 

            一般病床 92 床・地域包括ケア病床 104 床 計 196 床 

 

平成 16 年 4 月阿賀野市が誕生し、これと併せ旧 4 町村で構成・運営してきた水原郷病

院も「市立病院」として再出発した。水原郷病院は、平成 17 年度から平成 21 年度まで

に市の一般会計からの通常の繰出し金とは別に、16 億 5 千万円赤字補填を受けていた。

しかし、市の一般会計からこれ以上の赤字補填を続けていくことは、非常に困難な状況と

なり、病院を存続させ、医療を残していくためには、病院経営が市財政に依存せず、自立

できる財務体質としなければならない状況であった。 

水原郷病院では、平成 18 年春に医師の大量退職があり、それが原因で、救急指定病院

の指定の取り下げ、救急患者の受け入れ制限、一部診療科における診療制限、病棟閉鎖等

に加え、職員への勧奨退職が行われ、地域医療の中核病院としての使命を果たすことがで
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きなくなった。また、病院施設の老朽化や医師不足に起因する外来・入院患者の激減によ

り慢性的な赤字経営となり、市は多額の財政支出を行い、病院経営を支えていた。 

 このままでは、病院の維持・継続も困難なことから、市民に必要な医療を提供すること

を目的として、市は公設民営化（指定管理者制度）の方針を決定した。病院経営のプロの

組織体に経営を委ね、民間的経営手法の導入による効率的な経営を行うことで健全経営を

確保し、市の財政負担の抑制を図り、地域医療の充実を目指すこととした。 

 

（２）指定管理者制度の導入について 

 水原郷病院の公設民営化に向け、水原郷病院経営改革審議会の答申、新病院計画委員会

報告書、総務省経営アドバイザーの診断、助言、経営シミュレーションの実施などから

「公設民営化による経営改善を行いながら、公的資金（起債）による新病院建設を目指

す」という方針を平成 20 年 2 月に決定し、その方針に基づき、新潟県内で 16 の病院を

経営する厚生連を委託先に選び、平成 22 年 10 月から指定管理者による運営を開始し

た。 

※「阿賀野市水原郷病院の指定管理者による管理に関する基本協定」の締結期間 

 ⇒平成 22 年 10 月 1 日から平成 43 年 3 月 31 日（20 年 6 ヵ月の契約） 

 

（３）当時の市民の声について 

 阿賀野市では、市民説明会を実施し、水原郷病院が民営化に至った経緯や今後の予定に

ついて、市長が直接市民に説明を実施した。 

 参加者からは、数多くの質問や意見が出され、市長や管理者と意見交換が行われた。そ

の時に出された意見についての市報記事については、次のとおりである。 
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（４）現在の病院運営状況等 

平成 18 年 4 月の公営企業法全部適用から平成 22 年 10 月に指定管理者制度に移行して

10 年以上経過した現在の状況について、あがの市民病院の事務長に運営状況や利用者

（市民）からの声について問い合わせた。（行政側である市と指定管理を受けている厚生

連側で捉え方の視点が違うとは思うがとの前置きあり） 

 

①経営改善の状況について 

 2 年前から黒字化している。それまでの間は、赤字幅の縮小に努めてきた。昨年はコ

ロナ禍で、外来・入院等の患者数は減少した状況ではあったが、国からのコロナ関係の

補助（助成）などもあり赤字には至っていない。 

 指定管理者制度に移行したメリットとして、市の側からすると財政的な改善が図られ

たという所はあるのではないかとのこと。 

 

②医師確保について 

 医師は厚生連で確保するという事になっているので、厚生連のネットワークや新大病

院との連携で医師を派遣してもらっている。 

 市側の取組として、新大病院に寄附講座の開設をお願いしている。 

 

 ③寄附講座について 

ア．糖尿病・生活習慣病予防治療センター（常勤医師 1 名） 

  （健康寿命延伸・生活習慣病予防治療医学講座） 

   平成 27 年 10 月 1 日開設（3 年契約） 

   平成 30 年 10 月 1 日更新（3 年契約） 

   令和 ３年 10 月 1 日更新（3 年契約） 

  イ．消化器病センター（常勤医師 2 名） 

  （健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座） 

   平成 30 年 4 月 1 日開設（3 年契約） 

   令和 ３年 4 月 1 日更新（3 年契約） 

 ウ．骨関節疾患センター（常勤 1 名） 

  （健康寿命延伸・運動器疾患医学講座） 

   平成 31 年 4 月 1 日開設（3 年契約） 

   令和 ４年 4 月 1 日更新予定（3 年契約） 
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④運営形態が変わったことに対する市民からの直接的な声・意見について 

・今までの経過から病院自体が無くなるという不安が市民の中にあったため、病院が存

続していることに対して良かったという声はある。 

・デメリットや否定的な声については、具体的なお話はなかった。 

・その他、周産期医療の再開や救急体制の更なる充実などについての要望はあるとのこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】 

・広報あがの（平成 20 年 4 月号、平成 21 年 7・9 月号、平成 22 年 4 月号） 

・第 34 回兵庫自治研修会第 5 分科会医療と介護の連携による地域づくり 資料 

公立病院における指定管理者制度導入の検証 


